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令和７年 第１回 三朝町教育委員会 定例会 議事録 

 

開 会 日 令和７年１月 22日（水曜日） 

開 催 場 所 三朝町役場２階 第２会議室 

出 席 者 西田寛司教育長 

塩谷俊樹委員、加藤るみこ委員、松浦靖明委員 

欠 席 者 村岡麻梨委員 

説明等の出席者 角田教育総務課長、谷川社会教育課長、毛利図書館長、福田教育総務課長補佐、

𠮷竹指導主事 

説明等の欠席者 な し 

報 告 事 項 (１) 教育総務課事業について 

(２) 社会教育課事業について 

(３) 図書館事業について  

議 事 議案第１号 三朝町教育委員会地域貢献活動証明書交付要綱の設定について 

議案第２号 三朝町立小・中学校管理規則の一部改正について 

議案第３号 中学校外国語指導助手の再任用について 

議案第４号 町立学校教職員の処分について【非公開】 

議案第５号 三朝町放課後児童クラブのあり方について（諮問） 

議案第６号 三朝町教育委員会表彰について 

協 議 事 項 な し 

そ の 他 な し 

 

会 議 の 内 容 

１ 開 会 午後１時 55分 

教育長 令和７年第１回定例会を開会します。 

  

２ 前回議事録承認 前回の議事録につきましては、松浦委員と塩谷委員に承認をいただいてお

ります。 

  

３ 議事録署名委員 

指名 

本日の議事録署名委員は、塩谷委員と加藤委員を指名します。 

  

４ 報告事項  

 教育長   １月 12 日に、いわゆる成人式が行われました。お手元の社会教育課の資

料には人数が書いてありますけど、53名の参加で行われて、感想ですけど珍

しく男の子が中心の成人式だったかなあって。大体女の子が結構司会とか成

人の誓いというか二十歳の誓いを多く述べていたんですけど、この学年は司

会２人男の子。発表が２人の１人は司会も兼ねちゃってますけど、なかなか

よく頑張ってるなという感じが、近年の成人式の中では変わってるなという
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か、男の子が前に出て活躍してる姿を見せてもらって。その中で発表した子

がみんな国立大学に行ってる子ばっかりだったので、ちょっとバリエーショ

ンには欠いてたかなっていう気持ちはしました。社会人であったりする子た

ちの意見も取りたかったかな。あとはフランスとかですね、台湾に行った経

験に触れてくれることももうちょっとあったらなっていう。今まではね、誰

か１人ぐらいは触れてくれてて、そこで社会の見方というか、世間の見方が

変わって、今の頑張る自分の肥やしになったような、そんな話をしてくれて

ました。まあフランスとか台湾に行った子が、中心で発表・司会してくれた

ということです。 

  続いて、教職員の人事ヒアリングが、12月 18日から 23日の間に第１回の

ヒアリングがあって、先日 14 日・15 日、２日間かけて第２回目のヒアリン

グがありました。次は２月の 10 日に中部の最終ヒアリングがあって、３月

８日に県教委で最後のヒアリングをもう１度。で、９日の日の午前中に県の

臨時の教育委員会が開かれて、人事異動が決定されて、９日の午後にそれぞ

れの町に内示され、今の予定ですとそれを受けて帰って３月 13 日に臨時の

教育委員会を開かせていただいて、その中でご確認、承認いただいて、多分

例年のスケジュールですと３時半頃に校長内示をそれぞれさせてもらうと。

で、マスコミ解禁はもうちょっと後になりますけど、そんなようなスケジュ

ールで今進んでおります。一番大変なのが中学校の人事関係で、教科が特に

技術教科とか、ああいう５教科以外の教科の先生が採用できてないというこ

とと、大学でのコースがなくなりつつあるとか、昔のように全てのコースが

あるということじゃなくなってきてるっていう話も聞きます。ですから５教

科以外がちょっと、体育は置いといても、人材不足気味である。さらには採

用年によって波があるもんですから、国語とか数学が回しにくいというか、

人数が少ないっていうふうな言い方でした。ですから三朝中は、数学は２人

退職された、いわゆる従来でいうと退職された方が勤めてらっしゃいます

し、社会も応援が来ていただいております。非常勤ですね。退職された校長

先生方に活躍いただいているということで、なかなか採用を募集しても人が

来ない。将来子どもたちが減っていくというのが見越されてますから、大き

く今に合わせて採用するっていうことがしにくい人事計画といいましょう

か、採用計画になってるのかなっていうのが見え隠れする感じがします。で

すが言うことは言って、三朝のことを理解してもらって、しっかりとやって

いきたいと思います。併せて小学校が中学校の校庭に来たことによって、小

学校と中学校の兼務辞令を出してですね、相互乗り入れするようなＴ２ぐら

いから始めて、穏やかに小学校の文化と中学校の文化が融合するようなこと

を始めていきたいなと。ついては校長会で校長先生にお願いしております

し、教務さんとか教頭さんのあたりで協議をしてもらって、どんなことがで

きるのか、どんなふうにすればいいのか、特に１時間が 50分と 45分の違い

がありますので、その辺で移動したりすると２コマ潰れてしまうとか、そん

なこともあるのでＴ２ぐらいで、まあ近いですから、そんなに移動時間はか
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かりませんから、できるんじゃないかなとというふうに思ってますし、小学

校の英語についても今は兼務で明倫小学校の先生が来ていただいてますけ

ど、将来には中学校の先生に高学年ぐらいはお願いしなきゃいけないことに

なるかもしれないというような展望が、人事ヒアリングをしていく中で、あ

るいは小中連携を考えていく中で最近考えたり協議していることです。 

 事務局 (１) 教育総務課事業について 

（資料により報告） 

全国学校給食週間の期間中、１月 27 日月曜日に小学校で給食試食会を予

定しております。 

 教育長   ここまでで何かご意見、ご質問があったらお願いしたいと思います。いか

がでしょうか。 

各教育委員   （意見等なし） 

事務局 (２) 社会教育課事業について 

（資料により報告） 

スキー・スノボー教室について、現在、参加申込が 50 名というふうに聞

いております。 

 事務局 (３) 図書館事業について 

  （資料により報告） 

  １月 18 日土曜日、図書館利用者さんの持ち込みの特別企画としまして、

「百人一首かるた」を楽しもう！を実施いたしました。参加親子 11 名の参

加をいただきました。坊主めくりや、百人一首のかるた取りを楽しみました。

様子についてはホームページに載せておりますのでご覧ください。 

  ２月９日、人権尊重のまちづくり集会で、人権に関する本を、絵本から一

般書約 50 冊を展示するように予定をしております。また、館内のパネル展

示で三朝中学校の生徒さんがまとめた「三朝町の未来を語る会」のまとめを

今、文化ホールで展示されておりますが、文化ホールの展示が終わりました

ら図書館で展示するように予定をしております。 

 教育長 何かご意見、ご質問があったらお願いしたいと思います。 

 各教育委員 （意見等なし） 

  

５ 議 事  

 事務局 議案第１号 三朝町教育委員会地域貢献活動証明書交付要綱の設定について 

  （資料により説明） 

 教育長 ご意見、ご質問があったらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 教育委員 第３条のですね、「教育委員会主催事業の地域貢献活動」っていうのは当

然そうなんでしょうけど、「関係団体主催イベントの地域貢献活動」の線引

きとかっていうのはあるんですかね。どういうものを認めるかどうかってい

うのはですね、何か線引きがありますか。 

 事務局 教育委員会主催事業というのは単純に見てわかるかと思います。関係団体

主催のイベントということになりますと、体育協会でありますとか、各種外
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郭団体のイベント等ございますので、そちらの方を考えていただけたらと思

います。 

 教育委員 その関係団体っていうのはですね、どこまでその、本当にボランティアな

のかなっていう部分っていうのがわかりにくいのかな。お金をもらってしま

ったらボランティアになんないのかどうかってことですね。その辺の基準っ

ていうのが、どっかわかればいいんだろうとは思うんですけど、これからま

ちまちになってこないかなと思うんですけど、その辺は大丈夫なんですか。 

 事務局 関係団体主催イベントのボランティアの線引きということになろうかと

思いますが、こういった場合ですとボランティアの募集というのはむしろこ

ちらの方から行うことの方が多いかと思いますので、その辺りのボランティ

アかどうかという判断基準はその部分でできるのではないかなと考えます。 

 教育長 補足してよろしいですか。第２条に「地域貢献活動とは無償で他人や社会

に貢献する活動をいう」ということと、それとこの証明書を得るには申請し

ないといけないんですよね、こんなことをしたって言って。で、それを受け

て調査をすればどういう活動だったか、その調査をしてそれが適切でこの地

域貢献活動として認定できるものかということが事務局で判断させてもら

って、証明を出すということになろうかと思いますので、多分無償であるこ

とと申請があるということで、今言われたことはある一定クリアできるかな

と思っています。 

 教育委員 はい、わかりました。 

 教育長 他はいかがでしょうか。 

 教育委員 町内の高校生が、例えば倉吉市であるイベントでボランティアをしたとい

うようなことについての証明は、これは倉吉市教育委員会にしてもらうとい

う形になるんですか。 

 事務局 町外での活動という…。 

 教育委員 ここが何か三朝町教育委員会並びに町内の関係団体が実施する事業・イベ

ントに、活動に対して証明書を発行するということになってるので、倉吉市

とかいわゆる町外の団体がですね、やってるイベントに対して高校生だった

ら多分行く機会っていうのは結構あるんじゃないかなというふうに思うん

ですけど、そういった時の発行については町としては発行しない？ それは

当該の倉吉市なら倉吉市が主催してるから倉吉市の方で証明してもらって

ねっていう形で行くのかどうかっていう辺の確認ですがね。 

 教育委員 それに付随して、逆もあると思うんですよね。町外の子どもたちがうちの

に来て、三朝町でやってるボランティアに来てこういうのを発行してもらい

たいってした場合に、それはうちの三朝町の教育委員会で発行ができるかど

うかですよね、それもあるんだろう、２つありますよね。 

 事務局 証明のことですが、第１条に「三朝町教育委員会及び三朝町内教育関係団

体が実施する事業」に対しての証明でありますので、おっしゃるとおり町内

で三朝町教育委員会もしくは三朝町内教育関係団体が行った事業に携わっ

ていただいた証明になるので、その部分では三朝町が証明するということに
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なろうかと思いますし、町外の活動ですと該当する団体が別にあろうかと思

いますので、そちらの団体が証明することになろうと思います。 

 教育長 加えていいでしょうか。説明じゃなくて、これはあくまで町内で行われる

活動についての証明ですから、今お二方が言ってらっしゃるのは、町内で行

われるけど町外の子が来た時の対応と、逆ですよね、三朝町の高校生が倉吉

で活動した、その証明はどうするかっていう、その観点はここにないですよ

ね。いったん町内だけのことで要綱を定めさせていただいて、のちに今のク

ロスしてる、住所地と活動地が違う時にどうするかっていう話を詰めさせて

もらうっていうことに。今議論してもちょっと先方があることですから、中

部全体で例えば合意を取って、例えば高校生フォーラムで活動してる子たち

は、住所地からでも大会の開催地どちらからでも出せるよっていう話とか、

調整をするとか、そんなような調整を１回事務局、担当者会か次課長会かな

んかで話をしていただいて、とりあえず今回は町内だけので納めさせていた

だいて、のちに改正をさせてもらうということにしたらどうでしょうか。 

 教育委員 確認ですけど、これは三朝町内でやっているイベント等に対して、ボラン

ティアで来た者に対して発行するっていう、そういう趣旨の要綱っていうこ

とですね。 

 教育委員 私、個人的な話で、三朝温泉かじか蛙保存研究会っていう、ボランティア

活動を毎年やってるんですが、ここの「三朝町内教育関係団体」っていう、

この「教育関係」っていうのは、うちの三朝温泉かじか蛙保存研究会はこの

教育関係団体に当たるかどうかっていうのは、当たるんだろうか。そういう

いろんな団体があると思うんですけど、教育関係っていわれちゃうと、なん

だろうかなって思うんですが、これはちょっと考えすぎですかね。 

 教育委員 例えば子どもも巻き込むってことだったら青少年活動団体でもあると思

うので、その範疇でここに入っているということでいけば見えそうな感じが

しますけど。 

 教育長 今のを整理すると、「教育関係団体」っていうこの言葉が、どこまでの範疇

かと。で、委員が言われるには青少年育成活動だったら全て教育活動だから

含まれる可能性があると。そもそも社会貢献活動ですから、あらゆるものが

貢献されているってことになったら、ここは「教育」ってなくてもいいんじ

ゃないかっていう議論ですよね。三朝町の関係団体っていう。という整理か

なと思いますが、事務局さん、いかがでしょうか。 

 事務局 おっしゃるとおり、第１条の趣旨の中に「三朝町内教育関係団体」という

文言がありますが、その下の定義、第２条のところにではどういった活動で

すかという具体的なことが挙げられておりますし、これからの要綱の運用の

中でその部分は決めなければいけないことは決めていかなければいけない

と思います。現状としてはそれでいきたいと思います。 

 教育長 今のは、「三朝町内教育関係団体」の定義は、２条の第２項にあるこういう

活動をするところは全て「教育関係団体」とみなすというわけですよね。 

 事務局 はい。 
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 教育長 ということの理解でいけますでしょうか？ 

 教育委員 教育委員会が参画している団体っていうのがちょっとぼやっとしていて。 

参画っていうのは？ 

 教育長 どこですかね？ 

 教育委員 ２条の２、「当該団体の活動に教育委員会が参画している団体を」関係団 

体というとあるんですけど、参画って。かじかは？ 

 教育委員 参画していません。 

 事務局 この要綱を作成する時に、三朝町は意外とこの整備をするのが後発でし

て、他の自治体の要綱を参考にしたところがありますので、ちょっと確認さ

せていただいて、またご回答させていただきたいと思います。 

 教育委員 共催とかでもいいのかとか、そこら辺のところを含めてお願いします。 

 事務局 確認させてください。 

 教育委員 委員の話とも同じになるんですけども、参画とか協賛とかって入れられて

しまうと、完全にかじか蛙保存研究会はボランティアに参加したとしてもこ

の証明書には載らないよって話になってしまうし、いっぱいそういう団体が

あると思いますよね。正式名称はちょっと忘れちゃいましたけど、野鳥の会

であったり、野鳥の会がどういうボランティアをしてるかちょっとわかりま

せんけども、何とかの花を守ろう会みたいなのもあったりしますし、そこは

もう独自で、教育委員会とか連携はしてるかもしれないですけども参画とか

ってことにはなってないと思いますので、そういう活動をしてるのは全くボ

ランティアとして認めないよっていうようなことになりかねないと思いま

すので、そこはちょっと慎重に考えて検討していただければなと思いますの

でお願いします。 

 教育長 論点としては、教育委員会が関わることによって、知ってる、わかってる

活動と、わからない活動、それを区別するのが「参画」っていう言葉かなっ

ていう私の理解で、教育委員会が関わっていないと何をやっていてどういう

中身かも全くわからない、それを証明するということはやりにくいというこ

とが、審査をしにくいということがあるというふうに思うんですが、その辺

りかなと。今、委員さんの言われるのは。どうしましょうか、一先ずはこの

要綱を議決させてもらって、後に補足しなきゃいけないことは次回でも説明

していただいて、必要があればその時に、間に合いますか次でも。（事務局に

確認した後）よろしいでしょうか。今の疑問点を…。 

 教育委員 一つ質問です。この地域貢献活動証明書を、交付要綱を設置しようとした

意図といいますかね、例えばそのボランティアの実績を高校入試の特別特色

入試に入れ込みたいということの中で、それは学校長の証明ではいけないん

ですか。その辺はよくわからないんですけど、私も携わったことがないので。

またはそういう任意団体の、いわゆる野鳥の会だとか、かじか蛙保存会の会

長印でポンと「ボランティアしたよ」っていうものではいけないのかなって

ふっと思ったりとかしてまして、だからここで網羅できないものはそういう

団体から証明書をもらってつけてやればいいだろうっていうことであれば、
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無理にこれを変につつく必要はないわけで、これはもう三朝町が、教育委員

会が関与してるものに対してだけの証明書を発行しますよっていうふうに

すればいいし、その辺りの必要性といいましょうか、教育委員会のハンコじ

ゃないと受け付けんよっていうような、その高校入試に建付けとしてなって

るのかどうかという辺が、そこによってこれの意図が変わってくるのかなっ

て、ちょっと思ったもんですから。 

 教育委員 それと今、こういうところに関しては後日っていうことで、だけどこれを

認めてほしいみたいなところがあったと思うんですけど、それは結局入試に

間に合わせたいためなのか、それがないと期限が間に合わないためなのか、

そうでなかったらもう少し煮詰めて次の会でもいいのではないかなという

気がしましたので、そこら辺のところも併せてちょっとお聞きしたいんです

が。 

 教育長 特色入試の願書はもうそろそろですよね？ もうそろそろ出さんといけん

ですよね。 

 教育委員 そのために間に合わせたいので、今、通してほしいということなのか、と

いうことです。 

 教育長 とりあえず、教育委員会が公印をついて出すには、この要綱なりで決めさ

せてもらわないと出しにくいというか…。 

 教育委員 必要性があって、急ぐということですよね。 

 教育長 そういう面もあります。 

他にはご意見ありませんか。 

 各教育委員 （意見等なし） 

 教育長 ないようでしたら、一先ず、特色入試のために必要だという観点から、今

の町内だけの活動、しかも教育委員会が参画している活動に限っての証明を

発行するための要綱を決めさせていただいて、ご意見が出ていた他町の事業

とか、他町の子が来た時の事業に対する証明とか、あるいは他の団体の証明

とか、で、高校入試が何を求めてるかっていうことも含めて、次回またその

辺の環境の説明をしていただいて、その時に必要がある部分があればもう一

度かけさせていただく、本日はこれで特色入試用に議決したいと思いますが

いかがでしょうか。そんなような進め方で。 

 各教育委員 はい。 

 教育長 それでは、ご承認いただけますでしょうか。 

 各教育委員 はい。 

 教育長 それではご承認いただきました。なお、次回、先ほど議論のあったことに

ついての説明を、事務局お願いします。 

 教育委員 附則はいつからになりますか？ 

 教育長 公布の日からですから、決議したらその日に公布できますから、今日の日

付ということでいいかと思います。 

 事務局 議案第２号 三朝町立小・中学校管理規則の一部改正について 

  （資料により説明） 
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 教育長 これについてご意見、ご質問がありましたらお願いしたいと思います。い

かがでしょうか。 

 教育委員 改正後の(４)の夏季、冬季、その 57 という数字はどこから来てるんだろ

うなっていうのをちょっと知りたいです。 

 事務局 特に何かに準拠したというものではございませんで、今年度の夏季休業、

冬季休業と、あと秋休みが、引っ越し作業の休みがあったんですが、それも

含めた日数が 57 ということでこれ以上増えることはないだろうという判断

のもとで設定をさせていただいてます。 

 教育長 よろしいでしょうか。 

 教育委員 はい。 

 教育長 他にはいかがでしょうか。 

 各教育委員 （意見等なし） 

 教育長 意見がないようでしたら、採決に移らさせていただきます。ご承認いただ

けますでしょうか。 

 各教育委員 はい。 

 教育長 それではご承認いただきました。 

 事務局 議案第３号 中学校外国語指導助手の再任用について 

  （資料により説明） 

 教育長 これについてご意見、ご質問があったらお願いしたいと思います。 

最終は？ まだおれるか。 

 事務局 ５年までです。 

 教育長 最高５年までですか？ 

 事務局 最高５年までです。 

 各教育委員 （意見等なし） 

 教育長 それでは、ご同意いただけますでしょうか。 

 各教育委員 はい。 

 教育長 ありがとうございました。同意をいただきました。 

議案第４号 町立学校教職員の処分について 

  個人情報のため、非公開とさせていただきます。 

 事務局   （資料により説明） 

 教育長 これについてご意見、ご質問があったらお願いしたいと思います。いかが

でしょうか。 

 各教育委員 （意見等なし） 

 教育長 特にないようですので、ご同意いただけますでしょうか。 

 各教育委員 はい。 

 教育長 それではご同意いただきました。 

 事務局 議案第５号 三朝町放課後児童クラブのあり方について（諮問） 

  （資料により説明） 

 教育長   答申の予定はいつだったっけ？ 

 事務局   答申の予定が令和７年９月ごろ、秋ぐらいを予定しております。 
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 教育長 これについてご意見、ご質問はありますでしょうか。 

 各教育委員 （意見等なし） 

 教育長 特にないようでしたら、採決に移りたいと思います。これについてご承認

いただけますでしょうか。 

 各教育委員 はい。 

 教育長 ご承認いただきました。 

 事務局 議案第６号 三朝町教育委員会表彰について 

  （資料により説明） 

 教育長   ちょっと、基準を教えてあげていただけませんか。おさらいさせていただ

けませんか。 

 事務局   表彰の基準についてであります。三朝町教育委員会表彰の基準ですが、「全

国大会、中国大会等に鳥取県代表として出場し、入賞以上の成績を収めた団

体及び個人」と、「鳥取県大会等に出場し、優勝の成績を収めた団体及び個

人」に該当することということが基準になります。 

 教育長   町長表彰の顕彰の基準もお願いします。 

 事務局   三朝町表彰の基準になりますが、「全国大会に鳥取県代表として出場し、

入賞の成績を収めた団体及び個人」、「中国地区大会に鳥取県代表として出場

し、優勝した団体及び個人」、また「鳥取県大会等に出場し、極めて優秀な成

績」、大会新記録等になりますが、「を収めた団体及び個人」、これが三朝町表

彰の顕彰の基準になっております。 

 教育長 何かご意見、ご質問があったらお願いします。いかがでしょうか。 

 各教育委員 （意見等なし） 

 教育長 ないようでしたら、採決に移りたいと思います。ご承認いただけますでし

ょうか。 

 各教育委員 はい。 

 教育長 それではご承認いただきました。 

参考までに、いつ表彰予定ですか？まだ決めてないかな。 

 事務局 年度中ということで。 

 教育長 多分３月に、町長が行う顕彰と一緒にこの部屋でしていたと思います。こ

こか文化ホールでしていたと思います。 

  

６ 協議事項   

 教育長   本日の協議事項はありません。 

  

７ その他  

 事務局   １点、日程調整をさせていただきます。今年度の総合教育会議の日程につ

きまして、町長のスケジュール等を確認した結果、２月 17 日の月曜日か、

２月 19日の水曜日の午前 11時から１時間の時間で総合教育会議を開催した

いと思いますが、教育委員の皆さんのご予定はいかがでしょうか。 

 教育委員   すみません、もう一度。 
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 事務局   17と 19の午前 11時から。いずれかで。 

 教育委員   私はどちらでも。 

 教育長   両方空いてますか？ 

 教育委員   はい。 

 教育長   委員さんは？ 

 教育委員   はい。両方空いてます。 

 教育長   委員さんは？ 

 教育委員   はい。いいです。 

 教育長   それでは、今日、村岡さんが欠席されてますから、村岡さんに決めてもら

うということで、後ほど連絡してあげてください。 

 事務局   はい。 

 教育委員   すみません、内容はどういうことになりますか。 

 事務局   内容は、前回御協議をいただいた教育大綱の見直し検討の結果、それから

生涯学習推進プランの現在までの策定状況、意見交換としては小中連携も今

後どうしていこうかという話と、小学校と台湾の土牛小学校の交流も来年度

からオンラインでスタートする予定となってますので、その辺りも町長と意

見交換ができたらなと思います。 

 教育長   他は？ 

 事務局   もう一つが、議会議員さんとの教育懇談会というのを、毎年１回実施をし

ております。日程が合えば同日の午後にでも行いたいと思いますが、17・19、

午前・午後になりますが大丈夫ですか。 

 教育委員   大体１時間１時間ぐらいですか？ 

 事務局   そうですね、はい。で、議員さんとの懇談会は、後で懇親会も行いますの

で、そちらもまた出欠をとらせていただきます。 

 教育長   別日程になるかもしれんね。村岡さんの意見も聞かないといけんからね。 

 教育委員   同じ日になる場合、どちらか欠席というのは。水曜日だったらちょっと無

理かなと思うので。 

 事務局   水曜日は？ 

 教育委員   ちょっと介護のことがあるので。ダメな場合は方法を考えようと思うんで

すけど、一人欠席でもいいのかどうかというところです。 

 教育長   全員出席の方がいいですね。 

 教育委員   前もってわかっていれば、何とか対策を…。 

 教育長   無理に同じ日にしなくてもいいかもしれませんね。 

 教育委員   どうですか？ 

 教育委員   別々の方がいいかもしれないですし。個人的な話ですが、17の夜は都合が

悪いです。 

 事務局   17の週かその次の週くらいで、議員さんとの懇談会はまた別日で。 

 教育委員   前もってわかっていたら、欠席がダメということなら何とかしますので。 

 教育長   19と 17が空いているということだったので、17が総合教育会議で、19が

教育懇談会なら可能ですかということです。逆になるかも知れんけど。同じ
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日では一日潰すわけにはいかないから。 

 教育委員   前もってわかっていれば、そこはいろいろな方法が取れますので。 

 教育長   なら、17 日か 19 日で。あと、議会の方は議会と打合せして、可能だった

ら今空いている日にちにさせてもらうのがいいかなと思いますけど。 

 教育委員   議会の方はどういう話題になりますか。 

 教育長   内容はまだ。常任委員長と相談してテーマを決めて。以前は校長先生に学

校の様子を聞かせてっていう。今、委員さんが替わっておられるから、あま

り知られていないかもしれんし。でも、学校を見に行きなったし、よくわか

らないですけど。聞きたいことがあればそういうこともできますし。ちょっ

と相談しないと、中身についてはですね。 

  ではとりあえず、総合教育会議だけは 17 日、19 日で。教育懇談会は議会

と相談して、またお伺いするということにしましょうか。 

  その他、何かありますでしょうか。 

各教育委員 （特になし） 

   

８ 閉 会    

教育長   次回については、２月 21日金曜日、午後１時 30分集合、定例会は午後２

時からということでよろしくお願いします。 

  また、臨時会と書いてありますのは、教職員人事の内示がありますので、

それを皆さんに承認していただいて、同意をいただいて、それから校長内示

ということになりますので、３月 13 日木曜日、午後２時にお集まりいただ

きたいと思います。 

以上をもちまして、令和７年第１回三朝町教育委員会定例会を閉会します。 

  

 午後２時 49分 
 


